
  

一 

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
職
員
で
あ
っ
た
者
に
よ
る
役
職
員
等
の
再
就
職
に
係
る
依
頼
等
の
規
制 

 

一 

職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人

又
は
都
道
府
県
警
察
に
属
す
る
役
職
員
と
意
思
を
通
じ
て
、
継
続
的
に
、
営
利
企
業
等
に
対
し
、
役
職
員
を
そ
の
離
職
後

に
、
若
し
く
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
当
該
役
職
員
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
当
該
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若

し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

二 

一
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
条
の
二
の
二
及
び
第
百
十
三
条
第
関
係
） 

第
二 

管
理
職
職
員
等
の
特
定
独
立
行
政
法
人
等
及
び
特
定
関
係
法
人
へ
の
再
就
職
の
規
制 

 

一 

管
理
職
職
員
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
除
く
。
）
及
び
管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
及

び
退
職
手
当
通
算
離
職
者
を
除
く
。
）
（
以
下
「
管
理
職
職
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、



 

二 

内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
、
次
に
掲
げ
る
法
人
（
管
理
職
職
員
と
し
て
在
職
し
、
若
し
く
は
在
職
し
て
い
た

府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
（
以
下
一
に
お
い
て
「
国
の
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
が
所
管
す
る
も
の
又
は

国
の
在
職
機
関
が
所
管
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い

う
。
）
の
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
職
職
員
等
が
そ
の

役
員
等
の
地
位
に
就
い
た
法
人
が
そ
の
後
に
特
定
独
立
行
政
法
人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
特
定
独
立

行
政
法
人
等
の
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
本
文
の
趣
旨
に
照
ら
し
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。 

 
 

① 

行
政
執
行
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人 

 
 

② 

特
殊
法
人
等
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立

さ
れ
た
法
人
（
独
立
行
政
法
人
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

 
 

③ 

認
可
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人
の
う
ち
政

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

 
 

④ 

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
（
国
の
在
職
機
関
と
特
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も



  

三 

の
に
限
る
。
） 

 

二 
一
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
職
職
員
等
は
、
離
職
後
五
年
間
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
、
管
理
職
職
員
と
し
て
在
職
し
、
若
し
く
は
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の

機
関
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
「
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
の
監
督
そ
の
他
の
関
与
を
受
け
て

主
た
る
事
業
を
行
い
、
又
は
在
職
機
関
と
特
定
の
契
約
関
係
に
あ
る
法
人
で
あ
っ
て
、
在
職
機
関
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

も
の
（
一
の
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
関
係
法
人
」
と

い
う
。
）
の
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の

た
だ
し
書
を
準
用
す
る
こ
と
。 

 

三 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
又
は
二
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
管
理
職
職
員
等
が
当
該
申
請
に

係
る
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
当
該
申

請
に
係
る
管
理
職
職
員
等
が
当
該
申
請
に
係
る
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
一
又
は
二
の
趣
旨
に
照
ら
し
適
当
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

一
又
は
二
の
内
閣
総
理
大
臣
が
承
認
す
る
権
限
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
こ
と
。 



 

四 

 
五 

一
又
は
二
に
違
反
し
て
特
定
独
立
行
政
法
人
等
又
は
特
定
関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
た
者
は
、
一
年
以
下
の

懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
条
の
三
の
二
及
び
第
百
九
条
関
係
） 

第
三 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
五
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

第
四 

経
過
措
置 

 

一 

第
二
の
一
か
ら
四
ま
で
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
離
職
し
た
管
理
職
職
員
で

あ
っ
た
者
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
独
立
行
政
法
人
等
又
は
特
定
関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
て
い

る
も
の
（
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は

第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
届
出
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
を
し

て
、
当
該
役
員
等
の
地
位
に
就
い
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
管
理
職
職
員
等
の
う
ち
施
行
日
前
に
役
員
等
の
地
位
に

就
く
こ
と
を
約
束
し
た
者
（
旧
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る



  

五 

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
当
該
役
員
等
の
地
位
に
就
く
も

の
（
当
該
約
束
に
係
る
役
員
等
の
地
位
に
就
く
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
者
が
役
員
等
の

地
位
に
就
く
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

 

二 

一
の
ほ
か
、
第
二
の
一
か
ら
四
ま
で
は
、
施
行
日
前
に
離
職
し
た
管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者
で
離
職
後
五
年
（
第
二
の

二
に
あ
っ
て
は
、
二
年
）
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。 

 
 

（
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
） 

第
五 

関
係
法
律
の
整
備
等 

 
 

 

自
衛
隊
法
の
改
正
そ
の
他
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

第
六 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備 

 
 

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 

 


